
 

 

               教職第１３５０－４号  

令和６年２月１４日  

   

関 係 各 市町 村 教育委 員 会 教育 長 

関 係 各 市 町 村 立 学 校 長 

 

 

 

埼玉県教育局教育総務部教職員課長（公印省略） 

 

 

任用期間が令和６年４月１日をまたぐ任期付職員等に係る勤務状況報告書の提

出について（依頼） 

 

 令和６年４月１日付け昇給の事務処理に必要なため、下記により提出してくださるよう

お願いします。 

 

記 

 

１ 提出先及び提出期限 
 

提  出  者 提  出  先 提  出  期  限 

市町村立学校 管轄の市町村教育委員会 管轄の市町村教育委員会が定める日 

市町村教育委員会 管轄の教育事務所 管轄の教育事務所が定める日 

     ※電子データでの提出は不可とします。 

  ※報告対象者がいない場合は提出不要です。 

 

２ 提出書類 

  (1)勤務状況報告書（別添様式） 

  (2)報告対象期間に係る出勤簿の写し（Ａ４判に縮小したもの） 

 

３ 報告対象者 

  (1)任用期間が令和６年４月１日をまたぐ任期付職員（フルタイム・短時間）、臨時的 

   任用職員 

  (2)令和５年４月２日から令和６年３月３１日までに採用された本採用職員 

 

４ 報告対象期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

※ただし、令和５年度中に採用された者については、採用日から令和６年３月３１日まで  

（任期付職員等の報告対象期間については別紙参照） 

 

 

様 



 

 

５ 報告の内容 

 共通報告事項 ⇒ 職員番号、氏名、職名、年齢、現在級号給及び発令内容 
 

対象となる事由 報 告 事 項 

病気休暇（公務及び通勤上の

病気休暇を含む。）、欠勤を

取得した者 

 

「４ 報告対象期間」内の全ての承認期間及び日数 

懲戒処分を受けた者 「４ 報告対象期間」内に受けた処分(停職及び 

減給、戒告)の種類及び処分年月日 

  上表の対象となる事由がない場合は、休暇等の種類は「該当なし」としてください。 

 

６ 作成上の留意事項 

⑴ 報告書は、令和６年３月１日現在で令和６年３月３１日までの見込みを報告してく

ださい。 

⑵ 報告後に次のような事情が生じた場合は、速やかに電話連絡の上、修正した報告書

を提出してください。 

ア 新たに令和６年４月１日をまたぐ任期付職員等が採用された場合 

 （臨時的任用職員の任期延長により令和６年４月１日をまたぐことになった場合を

含む。） 

イ 任期付職員等の任期短縮や退職等により、令和６年４月１日をまたがないことに

なった場合 

ウ 報告後に新たに病休等を取得した、又は病休等が延長・短縮になった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

  (1)  ４月１日をまたぐ任期付職員等の昇給の号給数は、昇給日前１年間の職歴等（任期  

   付職員やその他の職歴、在家庭の期間）及び令和５年４月１日以降（令和５年度中 

   に採用された者については採用日以降）の勤務状況に基づき決定するため、必ずしも  

   ４号給になるとは限りません。 

 

 

 

  担当 給与制度・退職手当担当 

  電話 ０４８-８３０-６６６７ 

 

           報告必要       病休等がある 

       YES 記入例１（埼玉太郎） 

対象者がいる 記入例３（川越桃子） 

        NO           病休等がない 

報告不要        記入例２（埼玉花子） 


